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１【提出理由】

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしまし

たので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定

に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(１)　当該事象の発生年月日

平成25年４月26日

 

(２)　当該事象の内容

 

①　事業再生ADR手続の成立

当社は、事業再生と事業継続に向けて財務体質の抜本的な改善を図るため、平成25年２月14日付で、産業活力の再生

及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく事業再生実務家協会による特定認証紛争解決手続（以下「事業再生

ADR手続」といいます。）の正式申込みを行いました。当社は、事業再生ADR手続における対象債権者たる取引金融機関

との協議を踏まえて、事業再生計画を策定し、事業再生ADR手続において対象債権者に同計画を提出しておりました。本

日開催の債権者会議において、全対象債権者からの同意を得て事業再生計画の承認の決議がなされ、事業再生ADR手続

が成立いたしました。

今後当社は事業再生計画に従い、速やかに御園座会館を売却し、その売却代金の一部をもって、事業再生ADR手続に

おける対象債権の全額を弁済いたします。

これに伴って当社は事業の規模を縮小しつつも、他劇場等の賃借、中日劇場の主催する公演との提携等により劇場

事業を継続したのち、平成30年７月頃を目処に、積水ハウス株式会社が建設する劇場併設型分譲マンションの劇場部分

の区分所有権を取得し、劇場事業を本格的に再開する予定です。

また、今般の事業再生ADR手続の成立を受け、株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいま

す。）が定める所定の手続を経たのちに、名古屋証券取引所における当社株式の債務超過に係る上場廃止の猶予期間の

延長が認められる見込みであります。

　　

②　御園座会館の売却

当社は、事業再生ADR手続に基づく事業再生計画における取り組みの一環として、現在の御園座会館の建物及び土地

を積水ハウス株式会社に売却する旨の売買契約を平成25年５月１日に締結することを平成25年４月26日開催の取締役

会において決定いたしました。受領した売却代金の一部をもって、既存の借入金を完済する予定です。

   

(３)　当該事象の損益に与える影響額

今回の固定資産の譲渡に伴い平成26年３月期において特別利益として概算37億円を計上する見込みです。

 

以上

 

EDINET提出書類

株式会社御園座(E04609)

臨時報告書

2/2


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

